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令和７年度 第１０回杵築市農業委員会総会議事録 

令和８年１月９日 金曜日 午前９時３０分 杵築市農業委員会総会を 杵築十王教育文化会館

２階会議室に招集した。 

１．総会に出席した農業委員は次のとおりである。 

1番 宇留嶋 雄 蔵 2番 長 友 礼 子 3番 藤 原 洋 三 

4番 小 野 弘 文 5番 田 坂 圭 司 6番 阿 部 正 俊 

7番 古 宮 輝 美 8番 永 野   恵 9番 河 野 秀 徳 

10番 岩 尾 一 也 11番 藤 松 美 潮 12番 廣 石 良 幸 

13番 松 田   司 14番 木 村 房 雄   

１．総会に欠席した委員は次のとおりである。 

8番  永 野   恵 

１．総会に参加した農地利用最適化推進委員は次のとおりである。 

河 村 全 明 緒 方 幸 茂 工 藤 健 司 川 野 勝 彦 杉 本 幸 雄 

片 岡 正 子 藤 崎 公 徳 荒 巻 良 直 三 浦 政 己 川 﨑 孝 子 

古 宮 政 俊 加 藤 定 一 甲 斐 義 信 伊 藤 美 生 宮 本 達 夫 

豊 田 健 二 野 田 由 紀 三 浦 真 治   

１．総会に出席した事務局員は次のとおりである。 

事務局長 佐 藤 敬 一 次長兼農地・管理係長 中 根 幹 雄 

農地・管理係主査 梶 原 由 紀 子 農地・管理係主査 阿 部 貴 之 

    

１．総会に提出された議事案件は次のとおりである。 

議案第 ４２ 号 農地法第３条の申請について 

議案第 ４３ 号 農地法第５条の申請について 

議案第 ４４ 号 非農地証明願いについて 

議案第 ４５ 号 農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について 

報告第 １０ 号 農地法第4条許可処分の取消願いについて 

報告第 １１ 号 
農地法第１８条第６項の規定による賃貸借権並びに 

使用貸借権の解約受理について（合意解約） 
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議長  それでは、令和７年度第１０回杵築市農業委員会総会を開会いたします。 

   （  ９ ： ３５  開始 ） 

議長 本日の議事録署名委員を農業委員会会議規則第１３条第２項の規定により、４番小野弘文委

員、７番古宮輝美委員の両委員を指名いたします。続きまして、会議書記の指名でありますが、

書記については事務局職員より中根次長並びに阿部主査を指名いたします。 

議長  本日の議事案件は、議案第４２号から議案第４５号までの４議案３０件と報告事項が提出さ

れています。慎重審議をお願いします。 

議長 まず、はじめに「議案第４２号」「農地法第３条の申請について」の６番を議題といたしま

す。番号６番については、農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」に抵触します

ので、宇留嶋雄蔵委員には退出していただきたいと思います。 

 ＜ 宇留嶋雄蔵委員、退出 ＞ 

議長 それでは事務局の説明を求めます。 

阿部主査 事務局の阿部です。よろしくお願いします。 
議案書１ページをお開きください。  
「議案第４２号」 農地法第３条の申請について 
農地法第３条第１項及び同法施行令第１条により、下記のとおり許可申請があったのでこれを

許可することについて意見を求める。 
番号６番、申請人、譲渡人、大田永松区、宇留嶋哲郎、７５歳、譲受人、大田永松区、株式会

社URUSHIMA企画 代表取締役 宇留嶋雄蔵、設立６年。申請の土地、大田永松字上園、地番６

１９番２、地目、台帳、現況ともに田、地積７８５㎡、他６筆、合計７筆の９，５４４㎡。譲受

人の経営面積は、田畑合わせて１，６０１．１a。理由は、管理が困難、相手方の要望です。 
以上です。 

議長 ６番について、野田由紀農地委員より説明願います。 

野田委員 12月22日に宇留嶋委員と事務局2名と現地確認を行いました。大田庁舎から2ｋｍほどのぼった

ところにあります。哲郎さんの土地は永松区に入って抜けるところまでに7枚あります。本人と

息子に耕作する予定がないため、今のうちにURUSHIMA企画へ引き渡したいとのことです。

URUSHIMA企画は次期社長も若手の人夫さんもいるので、しっかりと管理してくれると思います。

ただ、哲郎さんは取得して5年たたないうちに処分するということなので、杵築市の今後が危ぶ

まれる状態なのではないかと感じています。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、管理が困難な譲渡人と、申請地周辺で耕作を行っている譲受人との間で

売買の話がまとまったため申請となりました。譲受人は、以前より申請地の周辺農地で水稲耕作

を行っており、取得後は周辺農地同様、水稲耕作を行うことから耕作及び管理については問題な

いものと判断されます。許可条件についてですが、Ａ４の許可基準一覧をご覧ください。番号６

番です。特に不許可の要件に該当する項目はありません。 
以上のことから、株式会社URUSHIMA企画さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得
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について、不許可の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 只今、「議案第４２号」の６番について、事務局の説明及び地区担当委員より説明がございま

したが、各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 
各委員 意見・質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第４２号」の６番については、農地法第3条第1項により、許可する

ことにご異議ございませんか。 

各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第４２号」の６番については、これを許可することに

決します。 

議長 それでは、「議事参与の制限」が解かれた宇留嶋雄蔵委員に、事務局より議事への参加を要請

して下さい。 

 ＜ 宇留嶋雄蔵委員、入室 ＞ 

議長 次に、「議案第４２号」の１番から５番を議題といたします。１番について、事務局の説明を

求めます。 

阿部主査 番号１番、申請人、譲渡人、杵築藤ノ川区、宇都宮友、７８歳。譲受人、杵築狩宿区、手島修

一、５３歳。申請の土地、大字大内字松ヶ尾、地番２４５５番１、地目、台帳現況ともに畑、地

積２，２２６㎡、他１筆、合計２筆の２，８４０㎡。譲受人の経営面積は、田畑合わせて７９．

８a。理由は、管理が困難、相手方の要望です。 
以上です。 

議長 １番について、工藤健司農地委員より説明願います。 

工藤委員 国道45号線から山手に1kmほど入ったところにあります。12月22日に廣石委員と事務局2名と譲

渡人と現地確認を行いました。高齢化による管理困難のため譲り渡したいとのことです。譲受人

は経営面積が79.5aあります。現地はハウスミカンの土地であり、非常に丁寧に管理されていて、

倉庫もついていますので、問題ないと思います。 

議長 １番について、廣石良幸農業委員よりご意見があればお願いします。 

廣石委員 立地条件がよく、良い話だと思います。後に非農地証明の案件もありますが、高齢化で農業が

できないとのことですので、審議をお願いします。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、農地の管理が困難な譲渡人と、農家を営む譲受人との間で売買の話がま

とまったため申請となりました。譲受人は譲渡人と知人であり、取得後は、引き続き屋根掛けみ

かん及び露地ミカンを栽培していくことから今回の農地取得に関して耕作及び管理については

問題ないものと判断されます。許可条件についてですが、Ａ４の許可基準一覧をご覧ください。

番号１番です。特に不許可の要件に該当する項目はありません。 
以上のことから、手島修一さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可

の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
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また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

阿部主査 番号２番、申請人、譲渡人、杵築西下司区、朝田智恵、４２歳、譲受人、日出町、高橋友成、

５０歳。申請の土地、大字大内字塩浜、地番７６３４番、地目、台帳現況ともに田、地積１,０５

７㎡、他１筆、合計２筆の２,４９５㎡。譲受人の経営面積はありません。理由は、親族への贈与、

親族からの受贈です。 
以上です。 

議長 ２番について、工藤健司農地委員より説明願います。 

工藤委員 12月22日に事務局2名と廣石委員と譲受人で現地確認を行いました。ジョイフルの裏手にあり

ます。譲受人は日出町にすんでいますが、実家が現地から7分ほどのところにあり、農機具がほと

んどそろっていて、経営的には問題ないと思います。 

議長 ２番について、廣石良幸農業委員よりご意見があればお願いします。 

廣石委員 譲渡人と譲受人はきょうだいです。農業についても、非常に技術ある人が指導しているような

ので、問題ないと思います。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、親族間で贈与の話がまとまったため申請となりました。譲渡人と譲受人

は姪と叔父の間柄です。譲受人は、今回の取得により農業開始となりますが、以前から申請地及

び隣地周辺でも水稲栽培を行っている者と共に耕作を行うことから、今回の農地取得に関して耕

作及び管理については問題ないものと判断されます。取得後は引き続き水稲耕作を行います。許

可条件についてですが、Ａ４の許可基準一覧をご覧ください。番号２番です。特に不許可の要件

に該当する項目はありません。 
以上のことから、高橋友成さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可

の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 次に、３番について、事務局の説明を求めます。 

阿部主査 番号３番、申請人、譲渡人、大分市、原田照代、７６歳。譲受人、日出町、大森洋一、６１歳。

申請の土地、大字日野字西久保、地番２５５０番５、地目、台帳現況ともに田、地積５８５㎡、

合計１筆の５８５㎡。譲受人の経営面積はありません。理由は、市外在住のため、空き家取得と

農業開始です。 
以上です。 

議長 ３番について、田坂圭司農業委員より説明願います。 

田坂委員 12月19日、本人と事務局2名と現地確認を行いました。大森さんは空き家購入の目的でしたが、

農業に興味があったため、同時購入となります。家は自動車学校の杵築寄りの手前にあります。

2分程度の場所に農地があるため近くて便利であると思います。にんにく、きゅうりなどの作付

けを予定していて、小農機具等も準備しているようです。現在、日出町在住で大分市務めのよう

ですが、空いた日を中心に息子さんの協力もあり農業に従事したいとのことです。このまま置い
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ても農地が荒れるだけなので、適正な案件だと思います。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、市外在住のため農地の管理が困難な譲渡人と、空き家と併せて農地も取

得する譲受人との間で、売買の話がまとまったための申請です。譲受人は、申請地周辺にも倉庫

があり、今回取得する空き家を拠点に農業開始します。申請地ではニンニクの栽培を計画してお

り、近隣に指導者もいることから、耕作及び管理について問題ないものと判断されます。許可条

件についてですが、Ａ４の許可基準一覧をご覧ください。番号３番です。特に不許可の要件に該

当する項目はありません。 
以上のことから、大森洋一さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可

の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 次に、４番について、事務局の説明を求めます。 

阿部主査 番号４番、申請人、譲渡人、杵築中津屋区、河野明巧、８８歳。譲受人、杵築中津屋区、手嶋

輝、６７歳。申請の土地、大字船部字中津屋、地番２７５１番１、地目、台帳、現況ともに田、

地積５０９㎡、合計１筆の５０９㎡。譲受人の経営面積は、田畑合わせて７４．４a。理由は、管

理が困難、相手方の要望です。 
以上です。 

議長 ４番について、荒巻良直農地委員より説明願います。 

荒巻委員 河野委員と事務局2名と現地確認を行いました。北杵築小学校裏の道路を東へ約1.5ｋｍ進んだ

先にある中津屋公民館近くです。手島さんの案内で確認しました。手島さんのにんにく畑の隣で、

河野さんの高齢化で管理が難しくなったための要望のようです。現況は管理がなされていて、日

当たりと排水がよく、すぐにでも耕作可能な土地です。所有している機械はトラクター、草刈り

機です。夫婦二人で田畑合わせて74.4a耕作しております。移転にあたって周囲への影響はない

のではないかと思います。審議をお願いします。 

議長 ４番について、河野秀徳農業委員よりご意見があればお願いします。 

河野委員 手島さんについては、中津屋公民館の下に農地がありますが、そこで手島さんがにんにくを栽

培しています。今回の土地でもにんにくを栽培するようです。手島さんの面積拡大につながりま

すので、問題ない案件と思います。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、高齢で農地の管理が困難な譲渡人と、申請地周辺で耕作する譲受人との

間で売買の話がまとまったため申請となりました。譲受人は、以前より申請地の周辺農地におい

てニンニク栽培を行っており、取得後は周辺農地同様、ニンニクの栽培を行うことから耕作及び

管理については問題ないものと判断されます。許可条件についてですが、Ａ４の許可基準一覧を

ご覧ください。番号４番です。特に不許可の要件に該当する項目はありません。 
以上のことから、手嶋輝さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可の

要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
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以上です。 

議長 次に、５番について、事務局の説明を求めます。 

阿部主査 番号５番、申請人、譲渡人、東京都、奈良早苗、６８歳。譲受人、山香小谷区、小谷博美、６

１歳。申請の土地、大字内河野字山ノ下、地番２７０５番１、地目、台帳、現況ともに田、地積

４９５㎡、他７筆、合計８筆の２，９５９㎡。譲受人の経営面積は、田畑合わせて１０２．２a。
理由は、市外在住のため、相手方の要望です。 

以上です。 

議長 ５番について、甲斐義信農地委員より説明願います。 

甲斐委員 12月17日に委員と事務局2名と現地確認を行いました。山香中駐在所の前にあります。水田が2

枚ありますが、高圧線が通っていて、8筆と多くなっています。譲渡人は東京住まいで家族もこち

らにおらず、維持管理ができないとのことで、管理してくれる人を探していました。今回の土地

の近くで耕作していた譲受人は定年退職後に農業に従事し、面積を増やしている人で適任者と思

います。 

議長 ５番について、小野弘文農業委員よりご意見があればお願いします。 

小野委員 譲受人のお父さんも高齢ですが農業に協力的です。審議をお願いします。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、市外在住で農地の管理が困難な譲渡人と、申請地周辺で耕作する譲受人

との間で売買の話がまとまったため申請となりました。譲受人は、以前より申請地の周辺農地に

おいて水稲を耕作しており、取得後は周辺農地同様、水稲の耕作を行うことから耕作及び管理に

ついては問題ないものと判断されます。許可条件についてですが、Ａ４の許可基準一覧をご覧く

ださい。番号５番です。特に不許可の要件に該当する項目はありません。 
以上のことから、小谷博美さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可

の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 只今、「議案第４２号」の１番から５番について、事務局の説明及び地区担当委員より説明が

ございましたが、各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 

各委員 意見・質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第４２号」の１番から５番については、農地法第3条第1項により、

許可することにご異議ございませんか。 

各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第４２号」の１番から５番については、これを許可す

ることに決します。 

議長 次に、「議案第４３号」「農地法第５条の申請について」を議題といたします。１番について

事務局の説明を求めます。 
梶原主査 事務局の梶原です。よろしくお願いします。 

議案書３ページをお開きください。 
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議案第４３号 農地法第５条の申請について 
農地法第５条第１項により、下記のとおり許可申請があったので、これを許可することについ

て意見を求める。 
一般転用（所有権の移転）になります。 
番号１番、申請人、土地所有者、山香福林区、岩尾喜一郎、農業、７２歳。転用者、福岡県、

株式会社九州セミコンダクターKAW 代表取締役後藤英二、法人、設立１５年。申請の土地、大

字野原字林、地番２６６７番２、地目、畑、地積１５０㎡、外１筆、合計２筆の２９６㎡。申請

内容、進入路用地として。申請理由、申請地北側での工場建設に当たり、大型車両が通行できる

よう現存の進入路を拡幅したい。こちらは第２種農地です。 
以上です。 

議長 １番について、甲斐義信農地委員より説明願います。 

甲斐委員 杵築市地域活性化センターの前にある会社です。申請地北側は旧山香町のときに老人ホームが

あった場所ですが、その土地で工事する際に道路幅が狭く、大型車両が通らないため譲渡人にお

願いして農地をもらい、進入路を作るようです。 

議長 １番について、小野弘文農業委員よりご意見があればお願いします。 

小野委員 老人ホーム跡地の有効利用のため工事を行う際の工事車両の進入路の拡幅です。申請面積が広

いですが、のり面が必要であるためです。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

梶原主査 転用者の法人は、事業規模拡大を図るため工場の増設を計画し、申請地北側の特別養護老人ホ

ーム広寿苑 跡地を令和６年４月２２日付で杵築市から払下げを受け、取得しています。建設に

当たり、既存の進入路では大型車両が出入り出来ないため、隣接する農地の一部を分筆して買収

するとともに、進入路拡幅を目的として転用することで、土地所有者とお話がまとまったため、

今回の申請になりました。 
まず、立地基準です。申請地は、農業に対する公共投資の対象となっていない生産性の低い農

地であることから「第２種農地」と判断されます。「第２種農地」は農地以外の土地や第３種農

地が近くにないか、申請地でないと目的を達成できない場合のみ許可出来ます。そのため、代替

地の検討も行いましたが、新たな進入路を作るよりも既設進入路の拡幅だけで目的が達成できる

こと、適切な面積が確保できることからこの土地に決めたようです。また、この土地が農用地区

域外農地・地域計画区域外農地であることを確認しております。 
次に、一般基準です。申請地の北側・西側は宅地、東側は田及び畑、南側は公衆用道路にそれ

ぞれ接しており、東側の農地については土地所有者である岩尾さんの所有地であるため、今回の

転用に関して、営農上の問題はありません。 
排水計画につきましては、東側農地への雨水進入を防ぐため、造成工事時に排水路を設置する

とともに、既設の進入路の排水先である南側の市道側溝を利用する計画で、各関係機関・関係者

とは協議済みです。 
資金計画につきましては、費用全額を自己資金で賄うようです。 
金融機関の残高照会書が添付されており、資力について確認済みです。 
以上のことから、立地基準及び一般基準ともに許可基準を満たしており、申請は許可相当と考

えられます。 
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以上です。 

議長 只今、「議案第４３号」について、事務局の説明及び地区担当委員による意見がございました

が、各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 

各委員 意見・質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第４３号」については、農地法第５条第１項により、許可すること

にご異議ございませんか。 

各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第４３号」ついては、これを許可することに決します。 

議長 次に「議案第４４号」「非農地証明願いについて」を議題といたします。１番について、事務

局の説明を求めます。 
梶原主査 議案書４ページをお開きください。 

議案第４４号「非農地証明願いについて」農地に該当しない旨の証明願いが下記の者より提出

されたので、証明書を発行してよいか意見を求める。 
番号１番、申請者、杵築藤ノ川区、宇都宮友、申請の土地、大字大内字松ケ尾、地番２４５３

番、地目、田、地積１８３２㎡、他６筆、合計７筆の１０３４１㎡。申請地の状況は原野で、転

用又は耕作放棄された理由は、平成７年頃までは、水稲やみかんを作っていたが、高齢になり、

管理も困難なことからやむなく耕作を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 １番について、工藤健司農地委員より説明願います。 

工藤委員 先ほどの３条案件の隣接地です。最近まで農地として管理していましたが、高齢化により管理

できなくなり、雑草が生い茂っている状態となったため、今回の申請となりました。 

議長 1番について、廣石良幸農業委員よりご意見があればお願いします。 

廣石委員 航空写真のとおり、所有権移転の件と近辺の荒廃地、一軒家があります。本人の高齢化による

もののため、致し方ないと思います。 
議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を１２月２２日に、工藤農地委員、廣石農業委員と確認しました。申請者は、昭和４４年

に売買により申請地を取得しています。 ラミネートされてある「非農地証明書発行基準一覧表」

をご覧ください。申請地の現況は、証明書発行基準第２の４に該当します。また、この土地は令

和８年１月２０日受付分で農用地区域からの除外申請中であり、各関係機関・関係者とは協議済

みです。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に、周辺の農地と併せて売却するとのことです。 
以上です。 

議長 次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号２番、申請者、杵築野辺区、杵築石油合資会社 代表社員衞藤竜一郎、申請の土地、大字

大内字塩浜 地番４５３７番３３、地目、畑、地積２０７㎡、合計１筆の２０７㎡。申請地の状
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況は原野で、転用又は耕作放棄された理由は、平成２１年９月頃に杵築市から里道の払下げを受

けて申請地を取得したが、土地の形状から耕作ができず、取得時点から雑草が生い茂っており、

農地としての利用を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ２番について、工藤健司農地委員より説明願います。 

工藤委員 12月22日に藤原委員と事務局2名と現地確認を行いました。喫茶店紙ふうせんのすぐ裏手の堤

防沿いで、里道の払い下げを受けた土地です。細長く、農地には不向きです。水源もなく、農地

としては利用価値がないため、今回の申請となりました。 

議長 ２番について、藤原洋三農業委員よりご意見があればお願いします。 

藤原委員 11月総会のときに周辺の土地を非農地にしたところですが、今回の土地だけ抜けてしまってい

て、残っていたため今回の申請となりました。ここだけ非農地にできないということもないです

ので、全ての土地の非農地化をすべきと思います。本人も抜けていたのが申し訳ないとのことで

した。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を１２月２２日に、工藤農地委員、藤原農業委員と確認しました。申請者は、平成２１年

に市から払下げを受けて申請地を取得しています。 申請地の現況は、証明書発行基準第２の４

に該当します。また、この土地が農用地区域外であることを確認しています。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に、土地の有効活用のため売却するとのことです。

以上です。 

議長 次に、３番について、事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号３番、申請者、杵築出原区、高原勝太郎、申請の土地、大字相原字新田道、地番２番１４、

地目、畑、地積７６３３㎡、合計１筆の７６３３㎡。申請地の状況は原野で、転用又は耕作放棄

された理由は、平成１５年に売買により申請地を取得したが、取得時点から雑木・雑草が生い茂

っており、農地としての利用を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ３番について、田坂圭司農業委員より説明願います。 

田坂委員  12月19日に事務局2名と代理人と現地確認を行いました。手つかずの状態で、雑木と竹が生い

茂っている状態でした。周辺も同じように荒れている状態でしたので、利用は困難と思います。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を１２月１９日に、田坂農業委員と確認しました。 
申請者は、平成１５年に売買により申請地を取得しています。 
申請地の現況は、証明書発行基準第２の４に該当します。また、この土地が農用地区域外であ

ることを確認しています。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に、隣接する宅地の所有者へ売却するとのことです。 
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以上です。 

議長 次に、４番について、事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号４番、申請者、杵築出原区、佐藤俊浩、申請の土地、大字相原字チシャノ木、地番２８６

番２、地目、田、地積３５８㎡、他４筆、合計５筆の８９１㎡。申請地の状況は原野で、転用又

は耕作放棄された理由は、昭和３５年頃までは前所有者の父がお米を作っていたが、土地の形状

や高低差により耕作が困難だったことから、農地としての利用を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ４番について、田坂圭司農業委員より説明願います。 

田坂委員 12月19日に事務局2名と代理人で現地確認を行いました。申請地は周辺が道路、隣接地が開発

により高くなり、申請地が低くなったことで農地としての利用が困難となりました。現在は雑木

が生い茂っています。審議をお願いします。 
議長 許可基準について事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を１２月１９日に、田坂農業委員と確認しました。申請者は、平成１９年に相続により申

請地を取得しています。申請地の現況は、証明書発行基準第２の４に該当します。また、この土

地は令和８年１月２０日受付分で農用地区域からの除外申請中であり、各関係機関・関係者とは

協議済みです。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に、土地の有効活用のため売却するとのことです。 
以上です。 

議長 次に、５番について、事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号５番、申請者、愛知県、奥野青史、申請の土地、大字立石字源十、地番２６３３番、地目、

田、地積５５２㎡、他１筆、合計２筆の１１６６㎡。申請地の状況は宅地及び原野で、転用又は

耕作放棄された理由は、２６３３番については、平成１４年頃に親戚が許可を得ることなく住宅

を建築してしまった。２６６８番については、相続時点から雑木・雑草が生い茂っており農地と

しての利用を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ５番について、宮本達夫農地委員より説明願います。 

宮本委員 12月17日に農業委員と事務局2名と現地確認を行いました。立会人として奥野マコトさんが来

ました。２６３３番地は３０年ほど前に青史さんが家と倉庫を建ててしまったとのことです。現

在は奥野マコトさんのお父さんが住んでいるようです。現地は清掃も草刈りもされているところ

なので、問題ないと思います。２６６８番地は３０年以上耕作されておらず、道もなくなってい

る状態なので、水田への復帰は望めません。よろしくお願いいたします。 
議長 許可基準について事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を１２月１７日に、宮本農地委員、永野農業委員と確認しました。申請者は、平成１７年

に相続により申請地を取得しています。２６３３番については、前所有者である母の代に親戚が

住宅を建ててしまったとのことで、このことについては始末書が提出されています申請地の現況
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は、証明書発行基準第２の５及び２の４に該当します。また、２６６８番については令和８年１

月２０日受付分で農用地区域からの除外申請中であり、各関係機関・関係者とは協議済みです。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に、現在住宅に居住している親戚へ名義変更すると

のことです。 
以上です。 

議長 只今、「議案第４４号」について、事務局の説明及び地区担当委員による意見がございました

が、各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 
各委員 意見・質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第４４号」については、農地に該当しないため、 非農地証明書を

発行することに、ご異議ございませんか。 
各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第４４号」については、非農地証明書を発行すること

に決します。 
議長 次に、「議案第４５号」「農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について」の１７番

及び１８番について議題といたします。番号１７番及び１８番については、農業委員会等に関す

る法律第３１条「議事参与の制限」に抵触しますので、宇留嶋雄蔵委員には退出していただきた

いと思います。 
 ＜ 宇留嶋雄蔵委員、退出 ＞ 

議長 それでは事務局の説明を求めます。 

阿部主査 議案書６ページをお開きください。 
「議案第４５号」「農用地利用集積等促進計画(案)」に対する意見について   
農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定により、農用地利用集積等促進計

画(案) について意見を求める。 
これまでは「公社への貸付」、と「公社からの貸付け」をそれぞれ分けてご説明させていただ

いておりましたが、今回から、分けることなく貸人から公社を通し、借人へ貸し付けるといった

一連の流れでご説明いたします。 
それではまず、番号１７番と番号１８番の案件について説明します。 
議案書１０ページをお開き下さい。番号１７番 申請人、貸人、杵築野田区、小形英建、４５

歳、申請の土地、波多方字兎手、地番４３９２番、地目、田、地積１，１３４㎡、他６筆、計７

筆 ９，００４㎡の土地につきましては、公益社団法人大分県農業農村振興公社 理事長岡本天

津男を通し、番号１８番、借人、大田永松区、株式会社URUSHIMA企画 代表取締役宇留嶋雄

蔵、設立６年への貸付となります。耕作作物は水稲です。設定期間は１０年新規、借人の経営面

積は、田畑合わせて１，６０１．１aです。土地及び契約内容の詳細につきましては、議案書１９

ページの農用地貸付調書に記載していますので、各自、お読み取りください。 
以上です。 

議長 只今、「議案第４５号」の１７番及び１８番ついて、事務局より説明がございましたが、各委
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員のご意見・ご質疑はございませんか。 

各委員 意見・質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第４５号」の１７番及び１８番については、農地中間管理事業の推

進に関する法律第１８条第３項により、「意見なし」とすることにご異議ございませんか。 
各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第４５号」の１７番及び１８番については、「意見な

し」として報告します。 
議長 それでは、「議事参与の制限」が解かれた宇留嶋雄蔵委員に、事務局より議事への参加を要請

して下さい。 
 ＜ 宇留嶋雄蔵委員、入室 ＞ 

議長 次に、「議案第４５号」の１番から１６番について議題といたします。事務局の説明を求めま

す。 
阿部主査 議案書６ページをお開き下さい。 

番号１番 申請人、貸人、大分市、豊嶋玲子、申請の土地、大字南杵築字須賀、地番７０９番

１、地目、田、地積６４２㎡、計１筆の土地につきましては、公益社団法人大分県農業農村振興

公社 理事長岡本天津男を通し、番号２番、借人、杵築西下司区、須賀隆義、６６歳への貸付と

なります。耕作作物は水稲です。設定期間は１０年新規、借人の経営面積は、田畑合わせて１８

１．２aです。土地及び契約内容の詳細につきましては、議案書１２ページの農用地貸付調書に

記載していますので、各自、お読み取りください。 
続きまして、議案書７ページをお開き下さい。 
番号３番 申請人、貸人、大分市、豊嶋玲子、申請の土地、大字南杵築字北能毛、地番８９１

番１、地目、田、地積１，３２２㎡、他１５筆、計１６筆７，９４１㎡の土地につきましては、

公益社団法人大分県農業農村振興公社 理事長岡本天津男を通し、番号４番、借人、杵築西下司

区、千鳥昭雄、７７歳への貸付となります。耕作作物は水稲です。設定期間は１０年、新規、借

人の経営面積は、田畑合わせて１４０．８aです。土地及び契約内容の詳細につきましては、議案

書１３ページから１４ページの農用地貸付調書に記載していますので、各自、お読み取りくださ

い。 
続きまして、番号５番 申請人、貸人、杵築宮司区、徳久文生、８８歳、申請の土地、大字宮

司字次郎丸、地番８２３番、地目、田、地積８１３㎡、他１筆、計２筆、２，２２１㎡の土地に

つきましては、公益社団法人大分県農業農村振興公社 理事長岡本天津男を通し、議案書８ペー

ジ、番号６番、借人、杵築宮司区、矢野芳郎、７１歳への貸付となります。耕作作物は水稲です。

設定期間は１０年新規、借人の経営面積は、田畑合わせて２７．９aです。土地及び契約内容の詳

細につきましては、議案書１５ページの農用地貸付調書に記載していますので、各自、お読み取

りください。 
続きまして、番号７番 申請人、貸人、杵築馬場尾区、片岡昭二、８３歳、申請の土地、大字

宮司字稲田、地番９９４番１、地目、田、地積７８４㎡、計１筆の土地につきましては、公益社

団法人大分県農業農村振興公社 理事長岡本天津男を通し、番号８番、借人、杵築宮司区、矢野

守光、７５歳への貸付となります。耕作作物は水稲です。設定期間は１０年新規、借人の経営面
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積は、田畑合わせて５７．０aです。土地及び契約内容の詳細につきましては、議案書１６ページ

の農用地貸付調書に記載していますので、各自、お読み取りください。 
続きまして、番号９番の申請人、貸人、杵築野田区、河野修一、７１歳から番号１３番の申請

人、貸人、日出町、原田美千子までの土地につきましては、公益社団法人大分県農業農村振興公

社 理事長岡本天津男を通し、議案書１０ページ、番号１４番、借人、杵築野田区、農事組合法

人野田環境保全協会 代表理事東伸一、設立４年への貸付となります。耕作作物は柚子です。設

定期間は１０年新規、借人の経営面積は、田畑合わせて５０．５aです。 
土地及び契約内容の詳細につきましては、議案書１７ページの農用地貸付調書に記載していま

すので、各自、お読み取りください。 
続きまして、番号１５番 申請人、貸人、山香福林区、田中淳一、７２歳、申請の土地、大字

野原字幸正、地番２５５２番１１、地目、畑、地積６０２㎡、他１筆、計２筆、１，３５４㎡の

土地につきましては、公益社団法人大分県農業農村振興公社 理事長岡本天津男を通し、番号１

６番、借人、山香西鹿鳴越区、河合翔吾、４２歳への貸付となります。耕作作物は牧草です。設

定期間は１０年新規、借人の経営面積は、田畑合わせて５８５．７aです。なお、これまで紹介し

ました案件の、土地及び契約内容の詳細につきましては、議案書１２ページから１９ページまで

の農用地貸付調書に記載していますので、各自、お読み取りください。 
よって、今回の利用権の設定は、番号１番から１８番までとなり、貸し手農家数１１戸、借り

手農家数７戸。公社への貸付は、１１件で、３５筆、２３，７４５㎡のうち、２３，６７９㎡。

対しまして、公社からの借入は、７件で、３５筆、２３，７４５㎡のうち、２３，６７９㎡。合

計１８件で、７０筆、４７，４９０㎡のうち、４７，３５８㎡が利用権の設定面積です。 
以上です。 

議長 只今、「議案第４５号」の１番から１６番について、事務局より説明がございましたが、各委

員のご意見・ご質疑はございませんか。 
各委員 意見・質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第４５号」の１番から１６番については、農地中間管理事業の推進

に関する法律第１８条第３項により、「意見なし」とすることにご異議ございませんか。 
各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第４５号」の１番から１６番については、「意見なし」

として報告します。 
議長 これで、本日提案されました議案の審議はすべて終了しましたが、「報告第１０号」及び「報

告第１１号」がありますので、事務局より報告願います。 
梶原主査 議案書２０ページをお開きください。 

報告第１０号 農地法第４条許可処分の取消願いについて 
下記の土地について農地法第４条許可処分の取消願いが提出されたので報告します。 
番号１番、申請者、杵築平尾台区、伊東幸一、農業、７４歳。申請の土地、大字大片平字上村

２５６番６。地目、畑、地積１６２７８㎡、合計１筆の１６２７８㎡。当初申請内容、植林。取

消申請理由、申請地は令和４年６月２４日付けで農地法第４条により植林用地として転用許可さ

れ、杉を植えて山林として管理する計画だったが、病気のため植林が困難になり、当該計画の実

施を断念した。 
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以上、報告いたします。 

阿部主査 議案書２１ページをお開きください。 
報告第１１号 農地法第１８条第６項の規定による賃借権並びに使用貸借権の解約受理につ

いて。 
下記の土地について農地法第１８条第６項の規定による賃借権並びに使用貸借権の合意解約

が成立したので報告します。 
番号１番と番号２番についてですが、関連がございますので併せてご報告します。番号１番の

借人、日出町、佐藤繁浩、80歳が公益社団法人大分県農業農村振興公社を通し借り入れている土

地、大字大内字塩浜７６２１番、地目、田、地積１，５９６㎡、他２筆、合計３筆を番号２番の

貸人、杵築永代橋区、村上美代子、７７歳に返還するための合意解約です。借人、佐藤繁浩氏の

耕作が困難となったためです。 
議案書２２ページをお開き下さい。 
番号３番から番号８番につきましても、関連がございますので併せてご報告します。番号３番

の借人、山香井手の上区、河野翔太、２９歳が公益社団法人大分県農業農村振興公社を通し借り

入れている土地、大字日指字穴井ノ本１２４２番１、地目、田、地積５６８㎡、他１８筆、合計

１９筆、２１，６７０㎡を番号４番の貸人、吉松康弘、４９歳。番号５番の貸人、安部萬仁、７

０歳。番号６番の貸人、吉松哲也、８２歳。番号７番の貸人、大分市、（故）吉松玉夫の相続人、

吉松萬夫、７０歳、番号８番の貸人、藤原武彦、７２歳に返還するための合意解約です。借人、

河野翔太氏が耕作農地を整理するためです。 
続きまして、番号９番と議案書２４ページの番号１０番につきましても、関連がございますの

で併せてご報告します。番号９番、借人、山香井手の上区、河野翔太、２９歳が公益社団法人大

分県農業農村振興公社を通し借り入れている土地、大字日指字穴井ノ本１２５１番、地目、田、

地積１，２０９㎡、他３筆、合計４筆を番号１０番の貸人、大分市、安部雄征、５６歳に返還す

るための合意解約です。借人、河野翔太氏が耕作農地を整理するためです。 
続きまして、番号１１番と番号１２番につきましても、関連がございますので併せてご報告し

ます。番号１１番の借人、山香山浦北部定野尾、高山孝義、７７歳が公益社団法人大分県農業農

村振興公社を通し借り入れている土地、大字山浦字定野尾１４９４番、地目、田、地積２，７４

１㎡、計１筆を番号１２番の貸人、宇佐市、阿部洋行、７９歳に返還するための合意解約です。

借人、高山孝義氏の耕作が困難となったためです。 
続きまして、番号１３番、借人、山香山浦北部（定野尾）、高山孝義、７７歳が、土地、大字

山浦字浦篠、地番２６１０番、地目、田、地積２,１７６㎡、他４筆、計５筆の１２，４３９㎡を

貸人、山香山浦西部（谷）、甲斐義啓、７７歳に返還するための合意解約です。借人、高山孝義

氏の耕作が困難となったためです。 
続きまして、議案書２５ページです。 
番号１４番と番号１５番につきましても、関連がございますので併せてご報告します。番号１

４番の借人、大田永松区、宇留嶋雄蔵、６７歳が公益社団法人大分県農業農村振興公社を通し借

り入れている土地、大字波多方字ムタ４３６０番、地目、田、地積２，４２３㎡、他５筆、計６

筆を番号１５番の貸人、大分市、中山田基寛に返還するための合意解約です。借人、宇留嶋雄蔵

氏が土地の売買を行うためです。 
以上です。 
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議長 以上をもちまして、令和７年度第１０回杵築市農業委員会総会を閉会します。 

 （ １０ ： ３５ 終了 ）  


